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静岡県老人福祉施設協議会会長 様

静岡県老人保健施設協会会長 様

静岡県慢性期医療協会会長 様

静岡県認知症高齢者グループホーム連絡協議会会長 様

公益社団法人日本認知症グループホーム協会静岡支部支部長 様

静岡県ホームヘルパー連絡協議会会長 様

静岡県訪問看護ステーション協議会会長 様

特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会会長 様

静岡県身体障害児者施設協議会会長 様

静岡県知的障害者福祉協会会長 様

静岡県感染症対策担当部長

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの配布等について

日頃、本県の健康福祉行政に御理解、御協力をいただき、お礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症については、令和５年５月８日から感染症法上の位置付

けが季節性インフルエンザと同様の５類感染症となりました。一方、同感染症の病原

性を踏まえると、高齢者や基礎疾患のある方等の重症化リスクは変わっていません。

このため、下記のとおり、感染拡大時等において従事者に対する定期的な検査に取

り組む施設・事業所に対して、改めて抗原定性検査キットを配布することとしました

ので、お知らせします。

つきましては、貴会会員に周知いただきますようお願いします。

なお、対象施設・事業所には、県からも静岡県ホームページや同報メール配信シス

テム等を通じて周知している旨申し添えます。

記

１ 配布趣旨

従事者の感染状況を早期に察知することで、職員の適切な勤務配置等に役立てる。

２ 定期的検査の実施

検査実施は任意です。実施する場合は以下のとおりお願いします。

(1) 対 象 者：従事者（職種は問わない。）

(2) 検査方法：抗原定性検査

(3) 実施期間：新型コロナウイルス感染症の感染拡大時期等（開始時に改めて通知）

(4) 実施頻度：週２回（具体的な実施日時は施設・事業所で決定）

(5) 実績報告：検査を実施した際には、検査件数や検査により判明した陽性者数な

どを、毎週、インターネット上の専用ページから報告



３ 申込方法

(1) 申込方法

インターネット上の専用ページに、名称、住所、従事者数など必要事項を入力

してください。

(2) 専用ページのＵＲＬ

https://forms.gle/Rn3J9rtByq6onoxk6

(3) 申込期限

令和５年６月 14 日（水）

(4) その他

実績報告もインターネット上で報告いただくことになるため、申込みはインタ

ーネット上でのみ受付します。

４ 検査キットの配布

７月上旬の配布を予定しています。

配布数量は、申込施設数により変動します。

５ 対象施設

静岡県内（政令市を含む）に所在する、高齢者又は障害者関係の施設・事業所

※令和４年度秋冬に実施した施設・事業所と同じです。

区分 サービス名等

高齢者

関係

入所系

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き

高齢者向け住宅

訪問系
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

通所系
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護

その他

短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居

宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）、

福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、介護予防支援

障害者

関係

入所系 施設入所支援、障害児入所支援、共同生活援助

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援

日中

活動系

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、就労定着支援、自立生活援助

その他 短期入所、地域移行支援、地域定着支援、特定相談支援

専用ページ



６ 参考

・無症状の人への抗原定性検査は、確定診断としては推奨されず、感染拡大期に高

齢者施設等において幅広く検査する場合に使用が認められています。

・抗原定性検査は PCR 検査等より感度が低く、感染していても結果が陰性となる場

合があるため、検査結果が陰性の場合も感染予防策を継続する必要があります。

・令和４年度の夏・冬に実施した定期検査の実施状況では、従事者の定期検査実施

による明らかな感染拡大防止効果は確認できませんでした。

担当（電話）：新型コロナ対策企画課（054-221-3761）

福祉指導課 （054-221-2409、3256）


